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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線回線で通信を行う無線端末であって、
　前記無線回線の通信品質を測定する情報取得手段と、
　指示を受けると前記情報取得手段で測定された通信品質を含むエリア品質情報を送信す
る送信手段と、
　前記エリア品質情報を送信可能な時間帯を示す、予め定められた基本送信トリガー条件
が満たされ、電池の消耗を低減するように前記無線端末の状態に対して定められた追加送
信トリガー条件が満たされると、前記送信手段に前記エリア品質情報の送信を指示する送
信制御手段と、
　時間情報として予め定められた基本測定トリガー条件が満たされ、電力消費を低減する
ように前記無線端末の状態に対して定められた追加測定トリガー条件が満たされると、前
記情報取得手段に前記通信品質の測定を指示する測定制御手段とを有し、
　前記追加測定トリガー条件は、前記無線端末が一定範囲から移動しない時間帯でないこ
と、前記電池残量が一定割合以上または一定量以上あること、前回と今回の測定で前記無
線端末の位置が一定距離以上変動したこと、測定された位置における一定時間内での通信
品質の測定回数が一定回数未満であること、の一つまたは複数または全てであり、
　前記測定制御手段は、前記基本測定トリガー条件が満たされると、まず、第一の追加測
定トリガー条件として、前記無線端末が一定範囲から移動しない時間帯でないこと、前記
電池残量が一定割合以上または一定量以上あること、のいずれか一方または両方の判定を
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行い、前記第一の追加測定トリガー条件が満たされていれば、第二の追加測定トリガー条
件として、前回と今回の測定で前記無線端末の位置が一定距離以上変動したこと、測定さ
れた位置における一定時間内での通信品質の測定回数が一定回数未満であること、のいず
れか一方または両方の判定を行い、前記第二の追加測定トリガー条件が満たされていれば
、前記無線回線の通信品質の測定を指示する無線端末。
【請求項２】
　前記追加送信トリガー条件は、前記無線回線の推定伝播損が所定の閾値以下であること
、ハンドオーバーを最後に行ってから一定時間が経過していること、電池残量が一定割合
以上または一定量以上あること、充電開始または充電台に置かれてから一定時間が経過し
ていること、前記無線端末がユーザにより使用されていないこと、所定の通信ネットワー
クに接続していること、の一つまたは複数または全てである、請求項１に記載の無線端末
。
【請求項３】
　少なくとも前記基本送信トリガー条件を受信して前記送信制御手段に設定するトリガー
受信手段を更に有する、請求項１または２に記載の無線端末。
【請求項４】
　前記基本送信トリガー条件または前記追加送信トリガー条件を調整するための調整内容
情報を受信し、前記送信制御手段に反映させるトリガー調整受信手段を更に有する、請求
項１から３のいずれか一項に記載の無線端末。
【請求項５】
　無線回線の通信品質を測定し、測定された前記通信品質を含むエリア品質情報を送信可
能な時間帯を示す、予め定められた基本送信トリガー条件が満たされ、電池の消耗を低減
するように無線端末の状態に対して定められた追加送信トリガー条件が満たされると、前
記エリア品質情報を送信する無線端末と、
　前記無線端末から前記エリア品質情報を受信し、蓄積する収集サーバと、を有し、
　前記無線端末は、時間情報として予め定められた基本測定トリガー条件が満たされ、電
力消費を低減するように前記無線端末の状態に対して定められた追加測定トリガー条件が
満たされると、前記通信品質を測定し、
　前記追加測定トリガー条件は、前記無線端末が一定範囲から移動しない時間帯でないこ
と、前記電池残量が一定割合以上または一定量以上あること、前回と今回の測定で前記無
線端末の位置が一定距離以上変動したこと、測定された位置における一定時間内での通信
品質の測定回数が一定回数未満であること、の一つまたは複数または全てであり、
　前記無線端末は、前記基本測定トリガー条件が満たされると、まず、第一の追加測定ト
リガー条件として、前記無線端末が一定範囲から移動しない時間帯でないこと、前記電池
残量が一定割合以上または一定量以上あること、のいずれか一方または両方の判定を行い
、前記第一の追加測定トリガー条件が満たされていれば、第二の追加測定トリガー条件と
して、前回と今回の測定で前記無線端末の位置が一定距離以上変動したこと、測定された
位置における一定時間内での通信品質の測定回数が一定回数未満であること、のいずれか
一方または両方の判定を行い、前記第二の追加測定トリガー条件が満たされていれば、前
記無線回線の通信品質を測定する無線通信システム。
【請求項６】
　無線回線で通信を行う無線端末において、前記無線回線の通信品質を測定し、
　測定された前記通信品質を含むエリア品質情報を送信可能な時間帯を示す、予め定めら
れた基本送信トリガー条件が満たされ、電池の消耗を低減するように前記無線端末の状態
に対して定められた追加送信トリガー条件が満たされると、前記エリア品質情報を収集サ
ーバに送信し、
　時間情報として予め定められた基本測定トリガー条件が満たされ、電力消費を低減する
ように前記無線端末の状態に対して定められた追加測定トリガー条件が満たされると、前
記通信品質を測定し、
　前記追加測定トリガー条件は、前記無線端末が一定範囲から移動しない時間帯でないこ
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と、前記電池残量が一定割合以上または一定量以上あること、前回と今回の測定で前記無
線端末の位置が一定距離以上変動したこと、測定された位置における一定時間内での通信
品質の測定回数が一定回数未満であること、の一つまたは複数または全てであり、
　前記基本測定トリガー条件が満たされると、まず、第一の追加測定トリガー条件として
、前記無線端末が一定範囲から移動しない時間帯でないこと、前記電池残量が一定割合以
上または一定量以上あること、のいずれか一方または両方の判定を行い、前記第一の追加
測定トリガー条件が満たされていれば、第二の追加測定トリガー条件として、前回と今回
の測定で前記無線端末の位置が一定距離以上変動したこと、測定された位置における一定
時間内での通信品質の測定回数が一定回数未満であること、のいずれか一方または両方の
判定を行い、前記第二の追加測定トリガー条件が満たされていれば、前記無線回線の通信
品質を測定する、エリア品質情報収集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにて無線端末からエリアの通信品質に関する情報を収集す
る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線端末で測定される通信品質を収集する無線通信システムが特許文献１、２に記載さ
れている。各エリアにいる無線端末から収集された通信品質の情報は、その通信品質が測
定された無線端末の位置の情報や時間帯と関連付けてエリア設計の最適化や無線通信シス
テムのメンテナンスに利用される。
【０００３】
　例えば、無線端末は所定の測定トリガー条件が満たされると通信品質を測定し、測定時
の無線端末の位置を示す位置情報および測定時の時刻情報と関連付けて記録し、更に所定
の送信トリガー条件が満たされると、記録しておいた通信品質、位置情報、および時刻情
報をエリア品質情報としてサーバに送信する。サーバは各無線端末から受信したエリア品
質情報を蓄積する。サーバに蓄積されたエリア品質情報はエリア設計の最適化や無線通信
システムのメンテナンスに利用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５３７８５９号公報
【特許文献２】特開２００８－３１２２２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、無線端末から収集されるエリア品質情報はエリア設計の最適化やシス
テムのメンテナンスなどシステム側で用いられるものであり、無線端末による通信品質の
測定や送信は、直接的にその無線端末あるいはそのユーザのためのものではない。しかし
ながら、無線端末が通信品質を測定し、測定したエリア品質情報をサーバに送信するため
にも無線端末の電力が消費される。
【０００６】
　そのため、直接的に無線端末やユーザのためでないエリア品質情報の収集の処理におい
ては、無線端末のユーザに電池の消耗を感じさせないようにすることが望ましい。しかし
、上述した特許文献１、２においてはユーザに電池の消耗を感じさせないための構成や動
作等が考慮されていない。
【０００７】
　本発明の目的は、無線端末のユーザに電池の消耗をできるだけ感じさせずに無線端末か
らエリア品質情報を収集する技術を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の無線端末は、無線回線で通信を行う無線端末であ
って、
　前記無線回線の通信品質を測定する情報取得手段と、
　指示を受けると前記情報取得手段で測定された通信品質を含むエリア品質情報を送信す
る送信手段と、
　時間情報として予め定められた基本送信トリガー条件が満たされ、電池の消耗を低減す
るように前記無線端末の状態に対して定められた追加送信トリガー条件が満たされると、
前記送信手段に前記エリア品質情報の送信を指示する送信制御手段と、を有している。
【０００９】
　本発明の無線通信システムは、
　無線回線の通信品質を測定し、時間情報として予め定められた基本送信トリガー条件が
満たされ、電池の消耗を低減するように無線端末の状態に対して定められた追加送信トリ
ガー条件が満たされると、測定された前記通信品質を含むエリア品質情報を送信する無線
端末と、
　前記無線端末から前記エリア品質情報を受信し、蓄積する収集サーバと、を有している
。
【００１０】
　本発明のエリア品質情報収集方法は、
　無線回線で通信を行う無線端末において、前記無線回線の通信品質を測定し、
　時間情報として予め定められた基本送信トリガー条件が満たされ、電池の消耗を低減す
るように前記無線端末の状態に対して定められた追加送信トリガー条件が満たされると、
測定された前記通信品質を含むエリア品質情報を収集サーバに送信するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、無線端末のユーザに電池の消耗をできるだけ感じさせずに無線端末か
らエリア品質情報を収集することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態による無線通信システムの概略的な構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の無線端末１００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施例による無線通信システムおよびその無線端末の構成を示すブロック
図である。
【図４】第１の実施例における無線端末１００の一連の動作を示すフローチャートである
。
【図５】基本送信トリガー条件が満たされていると判定された以降の無線端末１００の動
作例を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施例による無線通信システムおよびその無線端末の構成を示すブロック
図である。
【図７】基本測定トリガー条件が満たされていると判定された以降の無線端末１００の測
定動作例を示すフローチャートである。
【図８】第３の実施例による無線通信システムおよびその無線端末の構成を示すブロック
図である。
【図９】第３の実施例における無線端末１００の一連の動作を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
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　図１は、本実施形態による無線通信システムの概略的な構成を示すブロック図である。
図１を参照すると、本実施形態の無線通信システムは無線端末１００および収集サーバ２
００を有している。無線端末１００および収集サーバ２００はメインネットワーク５００
に接続されている。
【００１５】
　メインネットワーク５００は、基地局５０１によって無線回線のエリアを形成し、エリ
ア内の無線端末１００と無線回線で接続するネットワークであり、無線端末１００が接続
する主要なネットワークである。例えば、無線端末１００が携帯電話機であれば、メイン
ネットワーク５００はその携帯電話のユーザが加入している携帯電話網である。
【００１６】
　無線端末１００は、メインネットワーク５００の基地局５０１と無線回線で接続し、ユ
ーザが所望する音声通話やデータ通信を実行する機能に加え、所在位置での無線回線の通
信品質を測定し、収集サーバ２００に送信する機能を備えている。
【００１７】
　無線端末１００には、測定した通信品質を送信するための条件として、基本送信トリガ
ー条件と追加送信トリガー条件が設定されている。基本送信トリガー条件は、送信開始時
刻、送信終了時刻、送信間隔などの時間情報として予め定められている。
追加送信トリガー条件は、無線端末１００の電力消費を低減するように、無線端末１００
の状態に対して定められている。追加送信トリガー条件の一例として、無線回線の推定伝
播損が所定の閾値以下であることが挙げられる。
【００１８】
　無線端末１００は、基地局５０１との無線回線の通信品質を測定しており、基本送信ト
リガー条件が満たされ、更に追加送信トリガー条件が満たされると、測定された通信品質
を含むエリア品質情報を収集サーバ２００に送信する。
【００１９】
　メインネットワーク５００に接続された収集サーバ２００は、無線端末１００から受信
したエリア品質情報を蓄積する。
【００２０】
　図１には、一つの基地局５０１と一つの無線端末１００だけが示されているが、通常、
実際には複数の基地局５０１が配置されており、各基地局５０１のエリアに複数の無線端
末１００が存在する。そして、収集サーバ２００には、複数の無線端末１００から各エリ
アの通信品質の情報が蓄積される。収集サーバ２００に蓄積された情報は、エリア設計の
最適化やメインネットワーク５００のメンテナンス等に利用される。
【００２１】
　図２は、本実施形態の無線端末１００の概略的な構成を示すブロック図である。図２を
参照すると、無線端末１００は、情報取得部１０１、送信部１０２、および送信制御部１
０３を有している。
【００２２】
　情報取得部１０１は、基地局５０１との無線回線の通信品質を測定する。
【００２３】
　送信部１０２は、送信制御部１０３から指示を受けると、情報取得部１０１で測定され
た通信品質を含むエリア品質情報を収集サーバ２００に送信する。
【００２４】
　送信制御部１０３は、基本送信トリガー条件が満たされ、更に追加送信トリガー条件が
満たされると、送信部１０２にエリア品質情報の送信を指示する。
【００２５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、無線端末１００は、電力消費を低減するよ
うに無線端末１００の状態に対して定められた追加送信トリガー条件が満たされたときに
エリア品質情報を送信するので、電力消費が低減され、エリア品質情報を収集するための
処理による無線端末１００の電池の消耗をユーザにできるだけ感じさせないようにするこ
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とができる。
【００２６】
　以下、本実施形態の具体的な実施例について説明する。
【００２７】
　（第１の実施例）
　図３は、第１の実施例による無線通信システムおよびその無線端末の構成を示すブロッ
ク図である。図３を参照すると、第１の実施例による無線通信システムは、無線端末１０
０、収集サーバ２００、およびトリガーデータベース３００を有している。
【００２８】
　無線端末１００は、メインネットワーク５００を介して収集サーバ２００及びトリガー
データベース３００と接続されている。また、無線端末１００は低消費電力ネットワーク
６００を介して収集サーバ２００と接続されている。
【００２９】
　無線端末１００は典型例としては内蔵電池で動作する携帯電話機であるが、それ以外に
、ノート型パーソナルコンピュータに装着される無線端末、車載型の無線機、機械装置に
内蔵された無線端末などであってもよく、また無線端末１００に発電機能を備えていても
よい。
【００３０】
　無線端末１００は、メインネットワーク５００の他に、メインネットワーク５００より
も無線端末１００の消費電力が少ない低消費電力ネットワーク６００にも接続することが
できる。低消費電力ネットワーク６００は、例えば短距離無線回線のネットワークや有線
回線のネットワークである。
【００３１】
　無線端末１００は、トリガー受信部１１、測定制御部１２、位置取得部１３、通信品質
取得部１４、メモリ１５、送信制御部１６、送信部１７，１８、低伝播損トリガー部２０
ａ、ハンドオーバートリガー部２０ｂ、電池残量トリガー部２０ｃ、充電トリガー部２０
ｄ、不使用中トリガー部２０ｅ、および低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆを有し
ている。
【００３２】
　低伝播損トリガー部２０ａ、ハンドオーバートリガー部２０ｂ、電池残量トリガー部２
０ｃ、充電トリガー部２０ｄ、不使用中トリガー部２０ｅ、および低電力ネットワーク検
出トリガー部２０ｆは、電力消費を低減するように定められた、送信に関するトリガー条
件である追加送信トリガー条件の判定に用いられる。
【００３３】
　第１の送信部１７は、与えられたエリア品質情報をメインネットワーク５００を介して
収集サーバ２００に送信する。
【００３４】
　第２の送信部１８は、与えられたエリア品質情報を低消費電力ネットワーク６００を介
して収集サーバ２００に送信する。
【００３５】
　トリガー受信部１１は、トリガーデータベース３００から基本測定トリガー条件および
基本送信トリガー条件を受信し、それぞれを測定制御部１２と送信制御部１６に送る。基
本測定トリガー条件は、測定開始時刻、測定終了時刻、測定間隔などの時間情報として定
められた、測定に関するトリガー条件である。基本送信トリガー条件は、送信開始時刻、
送信終了時刻、送信間隔などの時間情報として定められた、送信に関するトリガー条件で
ある。
【００３６】
　測定制御部１２は、与えられた基本測定トリガー条件に基づいて位置情報および通信品
質の測定を制御する。基本測定トリガー条件による判定で測定タイミングになったと判定
したら、測定制御部１２は、位置取得部１３および通信品質取得部１４に測定を指示する
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。
【００３７】
　位置取得部１３は、与えられた指示に従ってＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）によって自端末の位置情報を取得し、メモリ１５に記録する。
【００３８】
　通信品質取得部１４は、与えられた指示に従って無線回線の通信品質を測定し、メモリ
１５に記録する。
【００３９】
　メモリ１５には、測定タイミングを示す時刻情報と、位置取得部１３で取得された位置
情報と、通信品質取得部１４で取得された通信品質とを対応付けて記録される。
【００４０】
　送信制御部１６は、与えられたトリガー条件に基づいてエリア品質情報の収集サーバ２
００への送信を制御する。送信制御部１６に与えられるトリガー条件には、トリガーデー
タベース３００からの基本送信トリガー条件の他に、追加送信トリガー条件が含まれる。
送信制御部１６は、基本送信トリガー条件で定まる送信タイミングにおいて、追加送信ト
リガー条件が満たされていれば、メモリ１５に記録されている測定時刻情報、位置情報、
および通信品質を含むエリア品質情報を収集サーバ２００に送信するように第１の送信部
１７または第２の送信部１８に指示する。
【００４１】
　送信制御部１６は、追加送信トリガー条件が満たされているか否かの判定に、低伝播損
トリガー部２０ａ、ハンドオーバートリガー部２０ｂ、電池残量トリガー部２０ｃ、充電
トリガー部２０ｄ、不使用中トリガー部２０ｅ、または低電力ネットワーク検出トリガー
部２０ｆを利用する。
【００４２】
　収集サーバ２００は、無線端末１００からエリア品質情報を受信して保存する。
【００４３】
　トリガーデータベース３００は、無線端末１００からエリア品質情報を収集するための
トリガー条件を保持しており、それを無線端末１００に送信する。トリガーデータベース
３００が送信するトリガー条件には基本測定トリガー条件と基本送信トリガー条件が含ま
れる。
【００４４】
　続いて、本実施例の無線通信システムの動作について説明する。
【００４５】
　図４は、第１の実施例における無線端末１００の一連の動作を示すフローチャートであ
る。
【００４６】
　まず、トリガーデータベース３００は、トリガーデータベース３００が有するトリガー
条件を無線端末１００に送信する。このトリガー条件には、基本測定トリガー条件と基本
送信トリガー条件が含まれている。無線端末１００は、トリガーデータベース３００から
のトリガー条件をトリガー受信部１１で受信する（ステップＡ１）。
【００４７】
　トリガー受信部１１はトリガー条件を受信すると、その中の基本測定トリガー条件を測
定制御部１２に送信し、基本送信トリガー条件を送信制御部１６に送信する。これにより
、測定制御部１２には基本測定トリガー条件が設定され、送信制御部１６には基本送信ト
リガー条件が設定される。
【００４８】
　次に、無線端末１００は測定処理を実行する（ステップＡ２）。測定処理において無線
端末１００の測定制御部１２は、まず基本測定トリガー条件が満たされているか否か判定
する。基本測定トリガー条件が満たされていれば、位置取得部１３および通信品質取得部
１４に測定を指示する。
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【００４９】
　測定の指示を受けた位置取得部１３は自端末の現在位置を取得し、取得した位置情報を
メモリ１５に保存する。また、測定の指示を受けた通信品質取得部１４は、無線回線の通
信品質を測定し、得られた通信品質の情報をメモリ１５に保存する。メモリ１５において
位置情報および通信品質は時刻情報と共に記録される。
【００５０】
　次に、無線端末１００は送信処理を実行する（ステップＡ３）。
【００５１】
　送信処理において、無線端末１００の送信制御部１６は、まずトリガー受信部１１から
与えられた基本送信トリガー条件が満たされているか否か判定する。基本送信トリガー条
件が満たされていれば、送信制御部１６は、次に、追加送信トリガー条件が満たされてい
るか否か判定する。追加送信トリガー条件およびその判定の詳細については後述する。
【００５２】
　追加送信トリガー条件が満たされていれば、送信制御部１６は、メモリ１５に保存され
ている位置情報および通信品質を含むエリア品質情報を第１の送信部１７または第２の送
信部１８を経由して収集サーバ２００に送信する。
【００５３】
　以下に、基本送信トリガー条件が満たされていると判定された以降の無線端末１００の
動作例について説明する。図５は、基本送信トリガー条件が満たされていると判定された
以降の無線端末１００の動作例を示すフローチャートである。ここでは、追加送信トリガ
ー条件として、低伝播損トリガー条件、ハンドオーバートリガー条件、電池残量トリガー
条件、充電トリガー条件、不使用中トリガー条件、低電力ネットワーク検出トリガー条件
が設定されているものとする。
【００５４】
　ステップＢ１：低伝播損トリガー条件
　無線端末１００が基地局５０１を経由して通信を行うとき、送信制御部１６は、低伝播
損トリガー部２０ａに問い合わせることにより、低伝播損トリガー条件が満たされている
か否か判定する。低伝播損トリガー条件は、無線端末１００と基地局５０１の間の推定伝
播損が閾値以下であることというトリガー条件である。
【００５５】
　問い合わせを受けた低伝播損トリガー部２０ａは、まず基地局５０１の送信電力と無線
端末１００における受信電力の差から無線端末１００と基地局５０１の間の伝播損を推定
する。推定伝播損が閾値以下のとき、低伝播損トリガー部２０ａは、低伝播損トリガー条
件が満たされていると判断し、その旨を送信制御部１６に通知する。送信制御部１６は、
その通知を受けて次の追加送信トリガー条件の判定に移行する。なお、次の追加送信トリ
ガー条件がなければ、送信制御部１６はメモリ１５に保存された情報を送信するように第
１の送信部１７に指示する。
【００５６】
　ステップＢ２：ハンドオーバートリガー条件
　送信制御部１６は、ハンドオーバートリガー部２０ｂに問い合わせることにより、ハン
ドオーバートリガー条件が満たされているか否か判定を行う。ハンドオーバートリガー条
件は、現在時刻が、無線端末１００がハンドオーバーを最後に行ってから一定時間経過し
ていることというトリガー条件である。
【００５７】
　問い合わせを受けたハンドオーバートリガー部２０ｂは、無線端末１００のハンドオー
バー履歴を確認する。現在時刻が、無線端末１００がハンドオーバーを最後に行ってから
一定時間経過しているとき、ハンドオーバートリガー部２０ｂは、ハンドオーバートリガ
ー条件が満たされていると判断し、その旨を送信制御部１６に通知する。その通知を受け
た送信制御部１６は、次のトリガー条件の判定に移行する。なお、次の追加送信トリガー
条件がなければ、送信制御部１６はメモリ１５に保存された情報を送信するように第１の
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送信部１７に指示する。
【００５８】
　ステップＢ３：電池残量トリガー
　送信制御部１６は、電池残量トリガー部２０ｃに問い合わせることにより、電池残量ト
リガー条件が満たされているか否か判定する。電池残量トリガー条件は、無線端末１００
の電池残量が一定の割合以上または一定の量以上であることというトリガー条件である。
【００５９】
　まず、問い合わせを受けた電池残量トリガー部２０ｃは、無線端末１００の電池残量を
確認する。電池残量が一定の割合以上または一定の量以上のとき、電池残量トリガー部２
０ｃは、電池残量トリガー条件が満たされていると判断し、その旨を送信制御部１６に通
知する。その通知を受けた送信制御部１６は、次のトリガー条件の判定に移行する。次の
追加送信トリガー条件がなければ、送信制御部１６はメモリ１５に保存された情報を送信
するように第１の送信部１７に指示する。
【００６０】
　ステップＢ４：充電トリガー
　送信制御部１６は、充電トリガー部２０ｄに問い合わせることにより、充電トリガー条
件が満たされているか否か判定する。充電トリガー条件は、無線端末１００が充電開始ま
たは充電台に置かれてから一定時間が経ていることというトリガー条件である。
【００６１】
　問い合わせを受けた充電トリガー部２０ｄは、まず無線端末１００の充電状態を確認す
る。無線端末１００が充電開始または充電台に置かれてから一定時間を経ているとき、充
電トリガー部２０ｄは、充電トリガー条件が満たされていると判断し、その旨を送信制御
部１６に通知する。その通知を受けた送信制御部１６は、次のトリガー条件の判定に移行
する。次の追加送信トリガー条件がなければ、送信制御部１６はメモリ１５に保存された
情報を送信するように第１の送信部１７に指示する。
【００６２】
　ステップＢ５：不使用中トリガー
　送信制御部１６は、不使用中トリガー部２０ｅに問い合わせることにより、不使用中ト
リガー条件が満たされているか否か判定する。不使用中トリガー条件は、ユーザが無線端
末１００を使用していないと推測されることというトリガー条件である。ユーザが無線端
末１００を使用しているか否かは、例えば無線端末１００が備えているセンサーからの検
知情報で判断すればよい。例えば、加速度センサーの検知情報から、無線端末１００の姿
勢が一定時間（例えば１０分間）以上全く変化していなければ、ユーザが無線端末１００
を使用していないと判断してもよい。また、無線端末１００がタッチパネル式ディスプレ
イを採用していれば、更にタッチ入力が一定時間（例えば１０分間）以上無いという条件
を加えてもよい。
【００６３】
　問い合わせを受けた不使用中トリガー部２０ｅは、センサーの検知情報から、ユーザが
無線端末１００を使用していないと推定されれば、不使用中トリガー条件が満たされてい
ると判断し、その旨を送信制御部１６に通知する。その通知を受けた送信制御部１６は、
次のトリガー条件の判定に移行する。次の追加送信トリガー条件がなければ、送信制御部
１６はメモリ１５に保存された情報を送信するように第１の送信部１７に指示する。
【００６４】
　ステップＢ６：低電力ネットワーク検出トリガー
　送信制御部１６は、低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆに問い合わせることによ
り、低電力ネットワーク検出トリガー条件が満たされているか否か判定する。低電力ネッ
トワーク検出トリガー条件は、低消費電力ネットワーク６００に接続していることという
トリガー条件である。低消費電力ネットワーク６００は、メインネットワーク５００より
も無線端末１００の消費電力が少ないネットワークであり、例えば有線ＬＡＮやＷｉｆｉ
通信などである。
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【００６５】
　問い合わせを受けた低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆは、まず無線端末１００
のネットワーク接続状態を確認する。無線端末１００がメインネットワーク５００以外に
低消費電力ネットワーク６００に接続していれば、低電力ネットワーク検出トリガー条件
が満たされていると判断し、その旨を送信制御部１６に通知する。その通知を受けた送信
制御部１６は、メモリ１５に保存されている情報を含むエリア品質情報を送信するように
、第２の送信部１８に指示する。指示を受けた第２の送信部１８は、メモリ１５に保存さ
れた情報を取出し、エリア品質情報として低消費電力ネットワーク６００経由で収集サー
バ２００に送信する。
【００６６】
　無線端末１００がメインネットワーク５００に接続しているが低消費電力ネットワーク
６００には接続していないとき、低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆは、低電力ネ
ットワーク検出トリガー条件が満たされていないと判断し（図５のＮ１）、その旨を送信
制御部１６に通知する。その通知を受けた送信制御部１６は、エリア品質情報を送信する
ように第１の送信部１７に指示する。指示を受けた第１の送信部１７は、メモリ１５に保
存された情報を取出し、エリア品質情報としてメインネットワーク５００経由で収集サー
バ２００に送信する。
【００６７】
　ステップＢ１～Ｂ５において、トリガー条件が満たされていないと判断されたとき、あ
るいはステップＢ６において、無線端末１００がメインネットワーク５００および低消費
電力ネットワーク６００のいずれにも接続していないと判断されたとき、送信制御部１６
はエリア品質情報の送信を行わない。
【００６８】
　更に、送信制御部１６は、基本送信トリガー条件によって定められた送信終了時刻に達
していなければ送信処理を再び繰り返す。
【００６９】
　なお、上述した各追加送信トリガー条件は互いに独立したものであり、単独で用いても
よく、複数を任意に組み合わせて用いてもよく、また全てを用いてもよい。また、複数を
用いる場合の判定の順序は任意に設定することもできる。
【００７０】
　以上説明したように、本実施例によれば、追加送信トリガー条件を設定することで、エ
リア品質情報の送信において、ユーザに電池の消耗が早いと感じにくくさせることができ
る。それぞれのトリガー条件の効果を以下に示す。
【００７１】
　低伝播損トリガー条件
　無線端末１００と基地局５０１の間の伝播損が所定値以下の通信状態が良好なときにエ
リア品質情報を送信することで、無線端末１００消費電力を低減でき、電池の消耗が早い
とユーザに感じにくくさせることができる。
【００７２】
　ハンドオーバートリガー条件
　ハンドオーバーをした直後は、無線端末１００がセル境界付近にいる可能性が高いと推
測できる。セルの端はセルの中央よりもエリア品質情報の送信に大きな送信電力を要する
。そのためハンドオーバーを最後に実行してから一定時間以内の送信を抑制することで、
無線端末１００が大きな電力を消費する機会を減らし、電池の消耗が早いとユーザに感じ
にくくさせることができる。
【００７３】
　電池残量トリガー条件
　電池の残量が少なくなると、ユーザが電池の消耗を鋭敏に認知するようになる傾向があ
る。そのため電池残量が一定割合もしくは一定量を下回ったときには、エリア品質情報を
送信しないことで、電池の消耗が早いとユーザに感じにくくさせることができる。
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【００７４】
　充電トリガー条件
　充電中であれば、エリア品質情報の送信によって電池を消耗しても即座に電池が充電さ
れる。そのため、充電中は電池の消耗が早いとユーザが感じにくい。特に充電開始または
充電台に置かれてから一定時間後は一定量以上の電力が電池に蓄積されていると推測でき
る。十分に電池残量があるときにはユーザは電池の消耗を鋭敏に認知しない傾向があるの
で、その状態でエリア品質情報を送信することでユーザに電池の消耗が早いと感じにくく
させることができる。
【００７５】
　不使用中トリガー条件
　ユーザが無線端末１００に触れていないときには、ユーザは電池の消耗を鋭敏に認知し
ない傾向があるので、そのような状態でエリア品質情報の送信を行うことにより、電池の
消耗が早いとユーザに感じにくくさせることができる。
【００７６】
　低電力ネットワーク検出トリガー条件
　ユーザが有線ＬＡＮやＷｉｆｉ通信など無線端末１００の消費電力が少ないネットワー
クに接続しているとき、消費電力の少ないネットワークでエリア品質情報の送信を行うこ
とで無線端末１００の消費電力を低減でき、電池の消耗が早いとユーザに感じにくくさせ
ることができる。
【００７７】
　（第２の実施例）
　図６は、第２の実施例による無線通信システムおよびその無線端末の構成を示すブロッ
ク図である。図６を参照すると、第２の実施例による無線通信システムは、第１の実施例
によるものと同様、無線端末１００、収集サーバ２００、およびトリガーデータベース３
００を有している。
【００７８】
　無線端末１００は、メインネットワーク５００を介して収集サーバ２００及びトリガー
データベース３００と接続されている。また、無線端末１００は低消費電力ネットワーク
６００を介して収集サーバ２００と接続されている。
【００７９】
　無線端末１００は典型例としては内蔵電池で動作する携帯電話機であるが、それ以外に
、ノート型パーソナルコンピュータに装着される無線端末、車載型の無線機、機械装置に
内蔵された無線端末などであってもよく、また無線端末１００に発電機能を備えていても
よい。
【００８０】
　無線端末１００は、メインネットワーク５００の他に、メインネットワーク５００より
も無線端末１００の消費電力が少ない低消費電力ネットワーク６００にも接続することが
できる。低消費電力ネットワーク６００は、例えば短距離無線回線のネットワークや有線
回線のネットワークである。
【００８１】
　無線端末１００は、トリガー受信部１１、測定制御部１２、位置取得部１３、通信品質
取得部１４、メモリ１５、送信制御部１６、送信部１７，１８、低伝播損トリガー部２０
ａ、ハンドオーバートリガー部２０ｂ、電池残量トリガー部２０ｃ、充電トリガー部２０
ｄ、不使用中トリガー部２０ｅ、低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆ、および取得
情報履歴トリガー部２１を有している。
【００８２】
　第１の実施例と同様、低伝播損トリガー部２０ａ、ハンドオーバートリガー部２０ｂ、
電池残量トリガー部２０ｃ、充電トリガー部２０ｄ、不使用中トリガー部２０ｅ、および
低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆは、電力消費を低減するように定められた、送
信に関するトリガー条件である追加送信トリガー条件の判定に用いられる。
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【００８３】
　取得情報履歴トリガー部２１は、電力消費を低減するように定められた、促成に関する
トリガー条件である追加測定トリガー条件の判定に必要に応じて用いられる。
【００８４】
　トリガー受信部１１、位置取得部１３、通信品質取得部１４、メモリ１５、送信制御部
１６、第１の送信部１７、第２の送信部１８、低伝播損トリガー部２０ａ、ハンドオーバ
ートリガー部２０ｂ、電池残量トリガー部２０ｃ、充電トリガー部２０ｄ、不使用中トリ
ガー部２０ｅ、および低電力ネットワーク検出トリガー部２０ｆのそれぞれの動作は基本
的に第１の実施例のものと同様である。
【００８５】
　収集サーバ２００およびトリガーデータベース３００の動作も基本的に第１の実施例の
ものと同様である。
【００８６】
　本実施例においては、無線端末１００の測定制御部１２は、与えられたトリガー条件に
基づいて通信品質および位置情報の測定を制御する。測定制御部１２に与えられるトリガ
ー条件には、トリガーデータベース３００からの基本測定トリガー条件の他に、追加測定
トリガー条件が含まれる。測定制御部１２は、基本測定トリガー条件で定まる測定タイミ
ングにおいて、追加測定トリガー条件の判定に基づいて位置取得部１３および通信品質取
得部１４での測定処理を進める。その結果として、基本測定トリガー条件で定まる測定タ
イミングにおいて全ての追加測定トリガー条件が満たされていれば、測定制御部１２は、
位置取得部１３による位置情報の取得と、通信品質取得部１４による通信品質の取得を完
了させる。
【００８７】
　測定制御部１２は、追加測定トリガー条件が満たされているか否かの判定において、過
去に取得された情報を利用して判定をするトリガー条件であれば、取得情報履歴トリガー
部２１を利用して判定を行う。
【００８８】
　続いて、本実施例の無線通信システムの動作について説明する。
【００８９】
　第２の実施例における無線端末１００の一連の動作は基本的には図４に示したフローチ
ャートと同じ流れである。
【００９０】
　第２の実施例におけるステップＡ１の動作は第１の実施例の動作と同じである。次に、
第２の実施例における測定処理として、測定制御部１２はトリガー受信部１１から受信し
た基本測定トリガー条件が満たされているか否か判定する（ステップＡ２）。
【００９１】
　測定制御部１２は、基本測定トリガー条件が満たされていれば、更に追加測定トリガー
条件に基づく測定動作を行う。
【００９２】
　図７は、基本測定トリガー条件が満たされていると判定された以降の無線端末１００の
測定動作例を示すフローチャートである。
【００９３】
　ステップＣ１：取得情報履歴トリガー条件（停止時間判定）
　測定制御部１２は、取得情報履歴トリガー部２１に問い合わせることにより、取得情報
履歴トリガー条件（停止時間判定）が満たされているか否か判定する。取得情報履歴トリ
ガー条件（停止時間判定）は、現在時刻が、一定時間（例えば一日）内におけるユーザが
移動しない周期的な時間内でないことという条件である。
【００９４】
　問い合わせを受けた取得情報履歴トリガー部２１は、まず、メモリ１５から無線端末１
００の過去に測定された位置情報の履歴を参照する。次に、取得情報履歴トリガー部２１
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は、無線端末１００の過去の位置履歴から、一日の中でユーザが移動しない周期的な時間
（ユーザ停止時間）があるか否かを算出する。ユーザ停止時間があれば、取得情報履歴ト
リガー部２１は現在時刻がユーザ停止時間外であるか否か判定する。取得情報履歴トリガ
ー部２１は、現在時刻がユーザ停止時間外であるとき、測定制御部１２へ取得情報履歴ト
リガー条件（停止時間判定）が満たされていることを通知する。その通知を受けた測定制
御部１２は、次のトリガー条件の判定に移行する。なお、次の追加測定トリガー条件がな
ければ、測定制御部１２は位置取得部１３に位置情報の取得を指示する。
【００９５】
　ユーザ停止時間の算出方法の例を以下に示す。
【００９６】
　（算出例１）
　過去１ヶ月の位置情報の履歴から、ユーザが一週間のうち平日の４日以上で、ＡＭ９：
００～ＡＭ１１：００の間、半径１０ｍ範囲内から移動していなければ、平日のＡＭ９：
００～ＡＭ１１：００をユーザ停止時間とする。
【００９７】
　（算出例２）
　過去１ヶ月の位置情報の履歴から、ユーザがある特定の曜日において、ＡＭ９：００～
ＡＭ１１：００の間、半径５ｍ範囲内から移動していなければ、その曜日のＡＭ９：００
～ＡＭ１１：００をユーザ停止時間とする。
【００９８】
　ステップＣ２：電池残量トリガー
　測定制御部１２は、電池残量トリガー部２０ｃに問い合わせることにより、電池残量ト
リガー条件が満たされているか否か判定する。電池残量トリガー条件は、無線端末１００
の電池残量が一定の割合以上または一定の量以上であることという条件である。
【００９９】
　問い合わせを受けた電池残量トリガー部２０ｃは、無線端末１００の電池残量を確認す
る。電池残量が一定の割合以上または一定の量以上のとき、電池残量トリガー２０ｃは測
定制御部１２に電池残量トリガー条件が満たされていることを通知する。その通知を受け
た測定制御部１２は、位置取得部１３に位置情報の取得を指示した後、次のトリガー条件
の判定に移行する。なお、次の追加測定トリガー条件がなければ、測定制御部１２は位置
取得部１３に位置情報の取得を指示するとともに、通信品質取得部１４に通信品質の測定
を指示する。
【０１００】
　指示を受けた通信品質取得部１４は通信品質を測定する。
【０１０１】
　ステップＣ３：取得情報履歴トリガー条件（位置変動判定）
　測定制御部１２は、取得情報履歴トリガー部２１に問い合わせることにより、取得情報
履歴トリガー条件（位置変動判定）が満たされているか否か判定する。取得情報履歴トリ
ガー条件（位置変動判定）は、前回取得した位置と、今回取得した位置に一定距離以上の
変動があることという条件である。
【０１０２】
　問い合わせを受けた取得情報履歴トリガー２１は、位置取得部１３が自端末の位置を測
定した後、メモリ１５の位置情報を参照する。前回取得した位置と、今回取得した位置に
一定距離以上の変動がある場合、取得情報履歴トリガー部２１は取得情報履歴トリガー（
位置変動判定）が満たされていることを測定制御部１２に通知する。その通知受けた測定
制御部１２は、次のトリガー条件の判定に移行する。なお、次の追加測定トリガー条件が
なければ、測定制御部１２は通信品質取得部１４に通信品質の取得を指示する。
【０１０３】
　前回取得した位置から今回取得した位置への変動の判定について一例を示す。
（例）今回取得した位置が前回取得した位置から半径５０ｍ以上離れているとき、取得情
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報履歴トリガー条件（位置変動判定）を満たす変動があったと判断する。
【０１０４】
　ステップＣ４：取得情報履歴トリガー条件（同場所測定回数判定）
　測定制御部１２は、取得情報履歴トリガー部２１に問い合わせることにより、取得情報
履歴トリガー条件（同場所測定回数判定）が満たされているか否か判定する。取得情報履
歴トリガー条件（同場所測定回数判定）は、今回取得した位置における通信品質の測定回
数が、過去一定時間内で所定回数未満であることという条件である。
【０１０５】
　問い合わせを受けた取得情報履歴トリガー部２１は、位置取得部１３が位置を取得行し
た後、メモリ１５から過去一定時間内に取得された位置情報および通信品質を参照する。
今回取得した位置において通信品質が取得された回数が、過去の一定時間内で所定回数未
満であれば、取得情報履歴トリガー部２１は、取得情報履歴トリガー条件（同場所測定回
数判定）が満たされていると判定し、その旨を測定制御部１２に通知する。
【０１０６】
　その通知を受けた測定制御部１２は、通信品質取得部１４へ通信品質の測定を指示する
。ここでは次の追加測定トリガー条件が無いので通信品質の測定に移行するものとしてい
るが、次の追加測定トリガー条件がある場合、通知を受けた測定制御部１２は次のトリガ
ー条件の判定に移行する。
【０１０７】
　指示を受けた通信品質取得部１４は通信品質を測定する。
【０１０８】
　通信品質取得部１４で取得された通信品質と、位置取得部１３で取得された位置情報は
、取得された時刻の時刻情報と共にメモリ１５に記録される。
【０１０９】
　なお、上述した各追加測定トリガー条件は互いに独立したものであり、単独で用いても
よく、複数を任意に組み合わせて用いてもよく、また全てを用いてもよい。また、複数を
用いる場合の判定の順序は任意に設定することもできる。
【０１１０】
　以下、図４に戻ると、第２の実施例におけるステップＡ３の動作は第１の実施例の動作
と同じである。
【０１１１】
　以上説明したように、本実施例によれば、追加測定トリガー条件を設定することで、自
端末の位置や通信品質の測定において、ユーザに電池の消耗が早いと感じにくくさせるこ
とができる。それぞれのトリガー条件の効果を以下に示す。
【０１１２】
　取得情報履歴トリガー条件（停止時間判定）
　一定時間内において、周期的に無線端末１００に移動がないと推測できる時間帯では測
定を停止することで、同じ位置での重複したデータの取得を避け、無駄な測定を減らすこ
とができる。それにより電池の消耗を低減し、ユーザに電池の消耗が早いと感じにくくさ
せることができる。
【０１１３】
　電池残量トリガー条件
　電池の残量が少なくなると、ユーザが電池の消耗を鋭敏に認知するようになる傾向があ
る。そのため電池残量が一定の割合、もしくは一定量を下回った場合は、位置情報や通信
品質の測定を行わないことで、電池の消耗が早いとユーザに感じにくくさせることができ
る。
【０１１４】
　取得情報履歴トリガー条件（位置変動判定）
　現在の位置情報が過去の一定時間内と比較して変動がない場合には通信品質の測定を行
わないことで、同じ位置の通信品質のデータを重複して取得するのを防ぐことができる。
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それにより電池の消耗を低減し、ユーザに電池の消耗が早いと感じにくくさせることがで
きる。
【０１１５】
　取得情報履歴トリガー条件（同場所測定回数判定）
　一定時間内における同一場所での測定回数に制限を設けることで、必要以上に通信品質
の測定を繰り返すのを防止することができる。それにより電池の消耗を節約し、ユーザ電
池の消耗が早いと感じにくくさせることができる。
【０１１６】
　なお、第２の実施例における送信追加トリガー条件を設けることにより得られる効果は
第１の実施例における効果と同様である。
【０１１７】
　（第３の実施例）
　図８は、第３の実施例による無線通信システムおよびその無線端末の構成を示すブロッ
ク図である。図８を参照すると、第３の実施例による無線通信システムは、無線端末１０
０、収集サーバ２００、トリガーデータベース３００、端末属性データベース４００、お
よびトリガー調整装置２２を有している。
【０１１８】
　第３の実施例無線通信システムには、第２の実施例の構成に加え、端末属性データベー
ス４００とトリガー調整装置２２が追加されている。端末属性データベース４００はトリ
ガー調整装置２２と接続されており、トリガー調整装置２２はメインネットワーク５００
を介して無線端末１００と接続される。第３の実施例における収集サーバ２００およびト
リガーデータベース３００は、第２の実施例におけるものと同様である。
【０１１９】
　無線端末１００は、第２の実施例における無線端末１００の構成に加え、トリガー調整
受信部１９を有している。
【０１２０】
　端末属性データベース４００は、ユーザの通話時間、パケット通信料、継続契約年数、
料金プラン、平均月額使用料等のユーザの契約内容、使用頻度といった各無線端末１００
の端末属性情報を保持している。
【０１２１】
　トリガー調整装置２２は、端末属性データベース４００の有する端末属性情報を参照し
、端末属性情報から、ユーザが電池の消耗をどの程度鋭敏に認知するかという電池消耗認
知度を算出し、その電池消耗認知度に応じて、各無線端末１００の基本送信トリガー条件
、基本測定トリガー条件、追加送信トリガー条件、および追加測定トリガー条件を決定す
る。トリガー調整装置２２は、トリガー条件の調整が必要な無線端末１００に対して調整
内容を送信し、トリガー条件の調整を指示する。
【０１２２】
　無線端末１００のトリガー調整受信部１９は、トリガー調整装置２２から調整の指示お
よび調整内容を受信し、その調整内容に従って、エリア品質情報の送信を制御するため基
本送信トリガー条件および追加送信トリガー条件と、位置情報や通信品質の測定を制御す
るための基本測定トリガー条件および追加測定トリガー条件を調整する。
【０１２３】
　図９は、第３の実施例における無線端末１００の一連の動作を示すフローチャートであ
る。第３の実施例におけるステップＡ１、Ａ２、Ａ３の各処理は第２の実施例の処理と同
様である。ただし、第３の実施例ではステップＡ１とステップＡ２の間にステップＡ５が
ある。
【０１２４】
　トリガー調整装置２２は、端末属性データベース４００の端末属性情報に含まれている
ユーザの通話時間、パケット通信料、継続契約年数、料金プラン、平均月額使用料等のユ
ーザの契約内容及び使用頻度を示す情報を参照する。端末属性データベース４００が有す
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る端末属性情報の例を以下に示す。
【０１２５】
　１．　無線端末の電池容量
　２．　無線端末のパケット通信料／月
　３．　無線端末の通話時間／月
　４．　同一無線端末の継続契約期間／月
　５．　無線端末の料金プランの月額使用料／月
　６．　無線端末の請求額／月
　トリガー調整装置２２は、上記の例に示す端末属性情報から、ユーザが無線端末１００
の電池消耗をどの程度鋭敏に認知するかを示す電池消耗認知度を判定する。判定方法の例
を以下に示す。
【０１２６】
　例１．　上記１～６の情報項目にそれぞれ閾値を設定し、それらの中で閾値を超える項
目が３つ以上ある場合、電池消耗認知度が標準的なユーザよりも高いと判断する。
【０１２７】
　例２．　それぞれ閾値が設定された上記の情報項目のうち、閾値を一定値以上超えてい
る項目が１つでもあれば、電池消耗認知が標準的なユーザよりも高いと判断する。
【０１２８】
　ユーザの電池消耗認知度が高いと判定された場合、トリガー調整装置２２は、無線端末
１００の基本送信トリガー条件、追加送信トリガー条件、基本測定トリガー条件、追加測
定トリガー条件の一つまたは複数または全てを、電池の消耗がより低減されるように調整
することを決定する。
【０１２９】
　以下に調整例を示す。
【０１３０】
　例１．　測定間隔を広げる。（基本測定トリガー条件の変更）
　例２．　電池残量の閾値を上げる。（電池残量トリガー条件の変更）
　例３．　無線端末１００と基地局５０１の間の推定伝播損の閾値を上げる。（低伝播損
トリガー条件の変更）
　トリガー調整装置２２は、調整内容を無線端末１００に送信し、トリガー条件の調整を
無線端末１００に指示する。無線端末１００のトリガー調整受信部１９は、トリガー調整
装置２２から調整内容を受信し、対応するトリガー部２０、２１に調整内容を送信し、ト
リガー条件を調整させる。調整内容を受信したトリガー部２０、２１は、調整内容をトリ
ガー条件に反映させる。
【０１３１】
　以上説明したように、本実施例によれば、ユーザに応じてトリガー条件を調整すること
で、エリア品質情報の収集において、更に、そのユーザに電池の消耗が早いと感じにくく
させることができる。以下、具体的に説明する。
【０１３２】
　ステップＡ５：トリガー調整
　端末属性データベース４００が有する端末属性情報から、無線端末１００の各ユーザが
電池の消耗に対して標準的なユーザよりも鋭敏であるか判定し、電池の消耗に対して鋭敏
なユーザの無線端末１００に対して測定および収集に関するトリガー条件を調整し、無線
端末１００の電池の消耗を低減させることができる。それにより電池の消耗に対して鋭敏
と予想されるユーザに電池の消耗が早いと感じにくくさせることができる。
【０１３３】
　以上、本発明の実施形態および実施例について述べてきたが、本発明は、これらの実施
形態および実施例だけに限定されるものではなく、本発明の技術思想の範囲内において、
これらの実施形態および実施例を組み合わせて使用したり、一部の構成を変更したりして
もよい。



(17) JP 5663965 B2 2015.2.4

10

20

【符号の説明】
【０１３４】
１００　無線端末
１０１　情報取得部
１０２　送信部
１０３　送信制御部
１１　トリガー受信部
１２　測定制御部
１３　位置取得部
１４　通信品質取得部
１５　メモリ
１６　送信制御部
１７、１８　送信部
１９　トリガー調整受信部
２０　トリガー部
２００　収集サーバ
２０ａ　低伝播損トリガー部
２０ｂ　ハンドオーバートリガー部
２０ｃ　電池残量トリガー部
２０ｄ　充電トリガー部
２０ｅ　不使用中トリガー部
２０ｆ　低電力ネットワーク検出トリガー部
２１　取得情報履歴トリガー部
２２　トリガー調整装置
３００　トリガーデータベース
４００　端末属性データベース
５００　メインネットワーク
５０１　基地局
６００　低消費電力ネットワーク
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